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2018 年 10 月、九州電力は本土では
初の変動再生可能エネルギー電源の出
力抑制を実施した。出力抑制は 1年以
上前から予想され、事前に入念に準備
し、粛々と実行された。事後検証の体
制も整備されており、広域機関および
資源エネルギー庁の委員会での検証の
結果、九電の送配電部門の行動に大き
な問題がなかったことが確認された。
九電の送配電部門の事前対策は、他
電力の見本にもなる立派なもので、高
く評価されていた。実際の運用も小さ
な問題はあったが、初めての経験とし
ては、非難されるより称賛されるべき
運用だったと評価している。

（出力抑制はもったいない）
大きな国民負担を伴う固定価格買い
取り（FIT）制度で強力に後押しまで
して普及させた太陽光発電（PV）な
どを出力抑制するのは、もったいな
いとの意見をしばしば耳にした。私
自身もPVの出力抑制を「電気を捨て
る」と表現してきた。発電を止めれば
燃料費が節約できる火力発電と異なり、
PVを止めても社会的費用は減らない。
限界費用はゼロの電源だから、電気が
価値を持つ限り、これを止めるのはも
ったいないと言える。一方、価格が仮
にゼロとなっても消費しきれない、つ
まり限界的な価値がゼロである時間帯
の電気を捨てても、それは必ずしも「も
ったいない」とは言えず、効率的な結

果とも言える。電気を捨てるのがもっ
たいないか否かは、大規模な出力抑制
が予想される局面で価格が十分下がる
か否かに掛かっている。
市場メカニズムが機能すれば、九州

エリアで大規模な出力抑制が予想され
る局面では、同エリアのスポット価格
がほぼゼロとなるはずで、市場分断が
起これば関門連系線は最大限活用され
る。当事者が合理的に行動すれば、止
められる火力電源は自然に止まる。　
もっとも卸価格がゼロになるだけで

は、小売従量料金は完全競争下ですら
ゼロにならない。託送料金の従量料金
と FIT 賦課金が存在するからで、こ
ちらの改革も重要である。

（十分に低くならなかった卸価格）
現実には、大規模な出力抑制があっ

た局面ですら九州エリアの卸取引所の
価格は十分低下せず、市場分断が起き
ない局面すらあった。九電が限界費用
から大きく乖

か い り

離した価格、回避可能費
用で入札したからである。火力発電所
が限界電源である場合に、その燃料費
で入札するのは落札できなければたき
減らしてその分燃料費を節約できる、
まさに限界費用になっているからだ。
一方 FIT 制度の下で買取契約を結

んだPVの買取量は、自分が出した札
が売れても売れなくてもかかる費用で、
明らかに「固定費用」となる。従って
九電は余剰電力を限界費用で玉出しす

固定費が回収できない」と騒ぐのと同
様に不誠実で誤った対応と言わざるを
得ない。

（競争の持続可能性）
今回の問題自体は、監視等委員会の
専門会合で正しい整理がなされ、今後
は不正常な状況は回避されるはず。そ
の意味で、大きな社会的費用を生まな
かった。しかし問題は、この問題が 1
年以上前から認識されていたにもかか
わらず、漫然と出力抑制を迎え、かつ
一委員が系統WGで大騒ぎしてようや
く対応された点である。この構図は以
前議論した二重予備力の問題と同じだ。
今回は、九電が悪意を持って卸価格
をつり上げたとは思わないが、問題は、
悪意のない行為でも結果的に自主的取
り組みが機能しなくなるケースがある
ことを表している。今後も各種委員会
の委員は、いまだ卸市場での競争基盤
が脆弱であることを自覚し、緊張感を
持って市場監視と制度設計に当たる必
要がある。

るとの自主的取り組みに反したことに
なる。もし仮に卸価格のつり上げが需
要量を減らして出力抑制量を増やし、
結果的にPVの買取量が減ると考えて
いたなら、九電は出力抑制量を意図的
に増やす行動をとったことになる。い
ずれにせよ問題である。九電の送配電
部門に問題はなかったとしても、小売
り・発電部門の行動には問題があった。

（コスト割れの販売を強制する ?）
回避可能費用は九電にとって FIT
対応の PVの電力の購入費用となる。
入札価格がこれを下回ると費用割れで
の販売を強制することになると誤解す
る人がいまだにいるのは残念。この議
論はかつて入札価格に固定費用を入れ
るべきか否かで論争があり、既に決着
した問題。入札価格はあくまでこれよ
り低い価格では売らないという「販売
最低価格」であり、実際の販売価格は
これと同じかこれより高い価格となる。
卸価格をつり上げる価格支配力を行使
する効果を除けば、限界費用で入札す
ることが固定費の回収を最大化するこ
とになる。
PVに関しても、卸価格が決められ
た回避可能費用を上回る局面では利益
を上げており、卸価格がこれを下回る
局面だけ見て「採算割れ」と騒ぐのは、
火力発電所で、限界費用よりも高いが
平均費用よりも低い卸価格の局面だけ
を取り上げて「限界費用で入札すると 出力抑制の局面で価格が十分下がるか
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